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九

州
電
力
株
式
会
社
に
於
て
四
九
州
地
区

に
火
力
発
置
所
を
拡
充
す
る

計
闘
が
あ

っ
た
の
で
、
市
で

U
昨
年
五
月
以
来
、
全
市
民
の
熱
望
せ
ら
る
る
、

そ
の
意
を
休
し

τ、
こ
れ
を
誘
致
す
る
た
め
に
市
長
並
び
に
市
議
会
一

丸
?と
な

っ
て
運
動
を
進
め
、
市
議
会
に
付
火
力
発
電
所
誘
致
対
策
特
別
委
員
会
が
設
置

さ
れ

τ、
関
係
方
耐
に
対
す
る
折
衝
が
行
わ
れ
て
い
た
が
.
最
近
に
至
り、

県

内
外
の
候
補
地
を
、
し
り
ぞ
け
て
大
村
市
が
最
有
力
の
候
補
地
に
掛
け
ら
れ
、

，九
電
側
よ
り
、
予
定
地
選
定
の
た
め
、
去
る
五
月
十
日
、
九
寵
社
長
か
ら
松
原

福
車
地
区

ω
一
郎
、
及
び
針
問
地
区

ω
一
一
部
を
測
量
し
た
い
旨
‘
県
を
通
じ
て

申
入
れ

b
が
っ

た
。

市
で
肘
州
部
一予
定
地
の
一
作
氏
)
及
び
弄
古
郷
部
落
一の
で
、
街
々
折
衝

ω結
果

地
主
故
ぴ
に
利
作
者
に
対
一
民

(
代
表
前
田
重
一
氏
)
一去
る

二
十
日
午
後
六
時
か

一、

し、

こ
れ
が
諒
俳
を
求
め
一
か
ら
、
こ

ω測
量
を
受
諾
一ら
寿
古
公
民
館
に
於
て、

た
'ど
こ
ろ

松
原
、
鈴
同
一
す
る
に
付
て
市
長
、
市
議
一森
、
前
回
開
代
表
を
始
め

地
区
に
於

τ
U
心
よ
〈
許
一長
、
外
誘
致
委
員
連
名

ω
一全
部
孫
民
各
位

k
市
側
か

容
せ
ム
れ
た

ω
℃
あ
る
が
一
契
約
書
交
換
を
要
望
し
、

一ら
大
村
市
長
、
村
川
助
役

福
草
地
区
芳
古
郷
地
、玉
、
一
氏
配

ω
如
く
三
カ
条

ω条
一森
市
議
会
議
長
、
峯
火
力

及
ぴ
利
作
者
(
代
表
萩
良
一
件
履
行

ω要
求
が
あ
っ
た
一発
電
所
誘
致
対
策
特
別
委

員
長
ほ
か
永
島
、
朝
長
、

西
、
山
川
郷
各
委
員
、
富
永

(
小
)
松
尾
隔
地
元
市
会
議

員
等
去
、
調
停
雲
員
去
し

τ田
添
広
次
、
薮
越
久
太

郎

ω
二
氏
が
立
会
い
左
記

要
甘

ω如
き
地
元
代
表
に

対
す
る
申
入
書

ω趣
旨
に

ょ
う
て
予
定
地
測
量
を
受

諾
す
る
こ
去
に
意
見

ω
一

致
を
見
た

ω
で
、
翠

二
十

一
日
午
前
九
時
か
ら
、
市

議
会
全
員
協
議
会
を
開
催

し
て
報
告
、
誌
に
用
地
測

量
問
題
付

一
段
落
を
背
け

た
。
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要
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市
で
廿
右
問
題
に
対

す
る
市
長
談
を
発
表
す

る
?
と
共
に

、
直
ち
に
測

量
に
対
す
る
所
要
の
手

続
を
取
っ
た
。

(持古公民吉自に於ける市長と地元代表の申入普交換)

ぐー〉

@
保
母
講
習
曾
と
保
母
試
験

受
講
申
込

6
月
郡
日

1
7
月
ω
R
d

受
験
申
込

ヴ
月
日
目
ま
で

1

}
詳
細
は
福
祉
事
務
所
へ

品-
一
O
、
地
元
の
就
職
希
望

る
工
場
付
ア
メ

リ
カ
で
一

一士

者

は
優
先
的
に
採
用
方

発
明
さ
れ
た
最
新
式
の
一

一竺
を
斡
旋
す
る
。

機
械
(
時
価
約
三
千
万
一一一一

一一

、
朝
川
堤
防
欠
壊
の

円
)
を

煙

突

の

下

に

取

士

主

:

一

一

際
、
発
電
施
設
の
為
め

り
つ
け
、
そ
れ
で
灰
〉
竺

入

1
・
5
0
三

被

害

あ

り
た
る
場
合
比

七

O
パ

1
7

卜

在
一一

〈

汀
土

地
元
関
係
者
の
満
足
出

突
に
吸
牧
す
る
か
残
一一

4

1

英一

一

来
ろ
補
償
を
約
す
る
o

り
の一
一一0
.ハ
l
，

ト一

一一二

二

、
各
戸
飼
奈
の
全
牛

の
灰
が
煙
突
か
ら
出
る一

一一一

馬
に
対
し
て
廿
毎
年
、

に
過
ぎ
な
い
口

一一士
時
間
評
定
を
な
し
之

rr

然
も
そ
の
煙
突
が
約
百
一
一士

相

当
す
る
家
高
保
険
料

米
も
高
さ
が
あ
る
の
で

一一三

を
市
費
を
持
っ
て
支
払

吹
き
出
さ
れ
た
灰
も
非
士

ヨ

士

、

，

h

し
を
約
す
る
。

常
に
広
い
範
閣
に
砲
の
士

i
-

士
一
一
エ
、
其
の
他
、
発
電
施

τ部
く
分
散
さ
れ
る
か一

一士

設

の

為

、
支
障
又
廿
被

ら
農
作
物
，そ
の
他
に
大
一

一

E

三

害

あ

り
た
る
場
合
口
地

し
て
被
害
を
与
え

る
こ
一一

主

一一

元
関
係
者
の
満
足
出
来

'と
は
な
い
ξ
思
い
ま
す
一一

l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1一一
る
施
該
、
並
に
補
償
を

あ
り
、
関
係
各
位
に
対
一

設
が
当
市
に
決
定
を
見
一

事
項
に
つ
き
責
任
を
も
一

代
償
止
し
て
最
寄
の
場
一

一冗
関
係
者
の
充
分
正
一部
一

約
す
る
白

し
て
満
腔

ω敬
意
去
感
一

る
に
至
っ
た
腕
に

U
.
一

つ
も
の
L
し
す
る

一

所
に
於
て

二
毛
作
聞
を
一

め
る
滋
水
施
設
を
な
す
一第

二

条

寿

古

郷

地
主
、

謝
を
捧
ぐ
る
も
の
で
あ

一

買
に
幾
多
の
船
闘
に
竺

一
、
ボ
ー
リ
ン
グ
施
行
後
一

三
倍
の
商
積
を
交
付
す
一

こ
k
を
約
す
る
o

一

及
び
耕
作
者
は
九
電
側

り
ま
す
o

一

着
す
る
こ
止
が
予
想
せ
一

敷
地
変
一
見
し
た
る
場
合
一

る
も
の

止
す
る

一七
、
家
庭
用
井
戸
水
に
影
一

ω測
量
、
及
び
土
地
使

火
力
発
電
所

ω当
市
に
一

ら
れ
る
仰
で

‘
之
に
対
一

け
直
ち
に
そ
の
怖
償
を
一山
、
土
地
登
記
に
要
す
.る
一

響
を
及
ぼ
す
L
L
き
付
市
一

用
に
つ
い
て
異
議
を
越

前
置
せ

ら
れ
る
こ
'rMと
し

て

付
関
係
各
位

ω
二

支

払

う

こ

-r
を
約
す
る
一
諸
経
費
、
並
に
税
金
付
一

の
費
用
を
も
っ

て
上
水
一

べ
な
い

大
村
市
村
勿
論
、
長
崎
一

層

ω御
協
力
を
御
願
い

一二
、
測
量

ω
結
果
、
水
稲
一
一
切
、
市
に
於
て
負
担
一

道
を
施
設
し
無
料
給
水
一第
三
条
本
契
約
付
第

一

県
百
年

ω
基
礎
を
確
立
一

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
一

植
付
を
停
止
せ
ら
れ
た
一
す
る

一

す
る

こ
去
を
約
す
る
o

一

条
に
掲
け
た
る
各
項
に

す
る
も
の
で
あ
り
、
是
一

契

約

書

(
案
)

一

水
問
、
叉
付
植
付
後
、

一五
、
水
聞
の
地
上
排
水
、
一八、

発
電
所
敷
地
上
側
に
一

っ
き
市
議
会
の
決
議
を

非
こ

ω実
現
に
遇
進
し

一

一

工
事
施
行
の
為
、
牧
稽
一

設
に
耕
地
特
盟
、
暗
渠
一

市
の
費
用
を
も
っ
て
農
一

経
た
る
'と
き
効
力
を
生

日

守

れ

一軒
町
川
崎
誤
認
戸
時

間

訂

正

昔

話

一
守山
口出
品
川
一
ず民

主

。

共
、
市
民
各
位
材、

-mす
一望
に

つ
い
て
付
、
左

ω条
一
H
W
一一を
基
準
?と
し
て
共

ω
一

係
者
の
充
分
去
十

一る
一

の
代
償
付
第
三
項
に
ん
や
一
第

一
条

測
量
実
施
後
の
用

に
法
一は
ず
県
民
皆
様

ω
一項
を
確
約

ω
上
・
之
に
肱
一

全
牧
景
一の
無
条
件
補
償
一
排
水
施
一
訟
を
約
す
る

一

ず
る
も
の
?
と
す
る
。

一

地
買
牧
(
交
換
)
に
方
ウ
て

野
口
限
切
U
M

一古
川
主
一
本
契
約
一
語
続
出

2
2臨時四利時
一九十
緒
的
倍
長
一
一判
明
日
開

ω
で
あ
り
ま
す
。

一

託

一三
、
発
電
所
要
地
止
し

τ一
を
生
じ
た
る
'と
き
り
、
一

者
の
尚
足
出
来
る
補
償
一

る
こ
と
を
港
内
す
る
。

筒
、
火
力
発
電
所
の
建
一第
一

条

大

村

市

UvC
一

要
求
寸
d

れ
た
る
土
地
の
一
市

ω費
用
を
も
っ
て
地
一

を
約
す
る
。

一

(第一
互
止
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が
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3
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'
?と

一①

て

二
‘
コ
一
貫
工
曹

一

m
才
以
上

l
m
才
未
満
一ェ

地
方
公
務
員
は
学
院
に
よ
一
(注
)

志
願
崇
は
大
村
部
隊
一
向
年
末
金
融
に
つ

い
て
は
商

t仁
鉛
W
阪
開
桜
引
劃
削
ゆ
九
也
君
羽
佐
官
パ

一

約
五
O
O名
一

伺
れ
も
二
十
九
年
四
月

二

る

。

一

で
配
付
し
ま
す
の
で
応
募
一
工
会
議
所
と
共
に
金
融
の
斡

;

'
lj

一④
一

、
二
、
三
等
陸
曹

一

日
現
花
〔
)
内
は
航
空
関
一
オ
経
験
年
数
一
年
以
上
の

二

者

は
履
歴
書
、
及
び
返
信
一

旋
に
努
め
、
モ
デ
ル

シ
ヨツ

九
月

に
は

陸

、
広

二

般

隊

員

も

一

約
八

O
O名
一

係
の
操
縦
、
務
的
、
辺
信
一

組
無
線
、苦
情
士
.
一
紐
抑止

用
封
筒
(切
手
て
ん
付
)
を
一
プ
の
尚
居
等
に
一
千
万
円
そ

一

〔
受
付
期
間
〕

一

に
限
る
。

一

線
技
術
士

一

左
記
宛
送
付
下
さ
い。

一
の
他
、
商
庖
に
七
百
万
円
の

持
γ
日

諮

問
一

翌

日

誌

に

す

よ

一

3
2
2
J紅

一
保

一

言

四

月

以

降

一
(
官
大
村
市
保
安
隊
大一

建

設

吋

ら

い

貸

付

け

に
基
い
て
、
七
月
方
ら
主
要
一
要
容
は
次
の
泊
・り

一
一

、
ニ
等
陸
別
」也
月
二

+
臼
一
ア
軍
配

(昭
和
廿
年
七
月一
三

の

旧
専
門
学
校
、
及
び
短
一

村
駐
と
ん
地
部
隊
、
業
務
一

(商
工
水
産
謀
長
〉

足
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る一

(市
民
課
町
務
係
)
一①
二
、
三
覧
「
一
尉
ヤ
八
月
十

日
一

十
一
日
以
前
に
見
習
士
官
一

大
本

業

者

一

隊

差

益

一

(
そ
の
こ
)
「市
政
だ
よ
り
」

自
衛
隊

(
旧
保
安
隊
)
で
は
一
幹

部

及

び

一

三

等

陛

札

九
月
一
一
三

少
尉
候
補
者
‘
惟
士
官
で

一
イ
旧
中
、
新
高
卒
で
通
信
、
一

i

t
t
it
ti
-
-
zi

一
前
号
記
載
「
タ
パ
コ
と
市
税
」

陸
、
空
幹
部
(
旧
保
安
隊
瑞
一

隆

盛

一
富
募
集
要
綱

一戸

一
、
一一
・
三円
一戸
、
堅
官

一

、
あ
っ
た
者
、
及
び
陸
士
六
一

レ
ー
ダ
ー、

写
真
、
車
両
一
ハ
記
事
U

訂
呉

そ

の
こ

一
の
記
事
中
ク
昭
和
廿
八
年
度

口相
当
)
陸
、
空
間

(旧

保

一

一

月

一

日

j

1

j

三
十
一
日
一

O
期
相
当
以
上
の
者
ν

一

機
械
、
工
作
、
弾
来
、
整
一
議
会
報
(第
一一

O 

O 
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箆話代表 750番

主
L
L
し
て
長
崎

ω
大
き

な
工
業
用
電
力

ω需
要

に
版
ず
る
こ
去
に
な
り

ま
す
。

〔
問
〕
工
場
則
敷
地

u

rの
税
度
で
す
か
|

〔
答
〕
最
初
け
約
一
万

坪
程
度
で
、
後
の
拡
川
町

付
石
炭
ガ
ラ
に
よ
る
海

岸

ω埋
立
地
に
匙
捕
す

る
事
に
な
り
ま
し
ょ
う

〔
問
〕
建
設
費
土
建
設

期
間
、
所
要
の
人
員
な

E
は
l

〔
答
〕
建
設
費
は
第
一

期
工
事

に
四
の
倍
、
第

二
期
工
事

に
三
五
億
土

見
込
ま
れ
て
い

る
よ
う

〔
容
〕

一
期

一一
期
工
事

で
六
万
六
千
キ
ロ

ワ
ッ

ト
の
も
の
が

二
基
、
据

え
ら
れ
る
予
定
で
す
か

ら
合
計

二
二
万
二
千
キ

ロ
ワ
ッ

ト
の
出
力
止
な

り
ま
す
。

相
ノ
浦
発
電
所
の
既
設

二
基
で
十
一
万
キ

ロ
で

す
か
ら
、

あ
れ
よ
り
大

き
い
訳
で
す
口
こ
れ
で

今
回
.
長
崎
県
挫
に

大
村
市
が
挙
け

τ誘
致

運
動
に
逝
進
し
て

い
る

九
州
電
力

ω火
力
発
電

所
村
、
ど
ん
な
も
の
で

あ
る
か

?
以
下
関
係
者

に
そ
の
概
要
を
聞
い
て

見
る
(
広
報
係
)

〔
問
〕
今
度
計
画
さ
れ

て
い
る
発
電
所
付
、
ど

の
位

ω
競
技
で
す
か

|

で
一
一
誕
の
建
設
則
間
は

一
一
カ
年
、
昭
和
三
十
一

年
か

ら
制休
業
の
予
定
。

建
設
則
問
中
廿
祉
人

員
が
日
正
二
千
人
平
均

位
必
間
で
し
ょ
う
。

操
業
開
始
後
付
機
械
化

さ
れ
て

い
る
か
ら
常
勤

職
員
付
二
百
名
位
で
後

付
新
干
の
臨
時
的
な
人

民
で
動
く
よ
う
で
す
。

〔
問
〕
煙
容
に
つ

い
て

〔
答
〕
石
炭
廿

メ
リ
タ

ン
粉
の
よ
う
に
粉
砕
し

て
使
う
の
で
完
全
燃
焼

し
ま
す
か
ら
煙
は
比
較

的
少
い
。

そ
の

上、

今
度
出
来
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を
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氏
祈
f
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…
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拐
事

E
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-ま
し

穴
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℃

取

組

ん

だ

外

地
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詳

細
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福

一
変
さ
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る
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一
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パ
ダ
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ノ
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1
同

点

イ
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一
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在
外
金
一
融
機
関

の

未

排

記

向

送

金

小

切

手

祉

事
務
所
社
会
係
に
一一
カ
月
位
、
入
院
を
せ
ね
ば

一

イ

JK
JJ

仰
h

不

定

へ

牛

一一

言

震

替

、

及

び

校

外

ィ

、

閉

鎖

機

関

の

在

外

三

引
揚

ω
方
、
共
の
お
問
合
せ
下
さ
い
心
一

一な

ら

な

い

正

一

広

わ

れ

て

い

っ

一

γ
ノ

司

ト

リ

ー

凡

川

リ

一
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預

金

等

に

関

す

る

債

権

問

で

取

組

ん

だ

内

地

他

が

海

外

各

庖

ι残

な
お
申
出
期
日
付
十
日一
る
o

切

一

な

ー
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二
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室
只
コ
一
一

一
一
申

出

に

つ

い

て

向

送
金
小
切
手

、

其

し

て

そ

れ

た

預

貯

月

十

五

日

与

え

ご

さ

者

=

ミ
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γ
1
1
L
1ト
ト
ト
川
げ
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一一一
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汁

居

一
六
訓
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明

閣

時

過
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今

間

関

約

機

関

令

の

一

の

他

の

送

金

為

替

金

、

会

信

訂

等

、

っ

て

お

り

ま

す

が

早

ニ

ホ

リ

ド

ー

ル

そ

体

に

受

ナ

住

一r
u
k
H
Hレ
r
l
k川
川
川
川
山
川
川
川
川
匹
一

一一

部
が
改
疋
に
な
り
.
左
ロ
、
非
常
時
内
地
払
預
債
椛
申
山
に
つ
い
て
目
に
提
出
し
て
下
さ
一
一

て
鋭
、
四
十
ス

時

陪

目

カ

内

j
J
'
干
し
一
ら
の
伝
染
病
の
媒
介
が
で

一一

記

ω
送

金

為

替

、

在

外

金

(

外

貨

表

示

内

地

位

、

各

金

融

機

関

毎

い
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…一

一
括
危
険
で
あ
る
と
一手
ゎ

附

九
州
威
一
甲
山
川
吉
川
町
九
b
h
れ
れ
一一

江
訪
日
お
れ
い
ハ
品
問
下
在
外
位
以
は
以
(
福
祉
事
警
)
一一佼山
vumっ
て

U

日
分
、
一
思
わ
ぬ
所
か
ら
火
災
問

蹄
日
弁
日

r
Iz-
-

」
の
衛
生
害一
町

創

出

M12コ
一

け

引

を

飲

む

こ

ら

一

果
物
類
は
新
附

U
E到
わ
が
わ
れ
が
以
一
2
2万
九
J

雨

期

の

生

誕

貯

蔵

は

完

全

に

一一
肱

ゴ
1
王
痢
(
妊
酬
と
虫

ω発
生
場
所
を
徹
底
的
一

る

一

さ
け
煮
沸
水
を
飲
用
す
一
の
を
え
ら
ぴ
、
生
豆
腐
一
豊
作
業
に
従
事
し
て
い
た
一

(
農
林
燃
)
一栴
間
期
に
は
生
石
灰
の
発
一し
て
下
さ
い
。

一一

E
引
ノ
?
的
川
が
よ
ド
才
一
一
札
叫
別
撲
滅
す
る
た
め
正
一
五
、
床
下
さ
し
現
一丸
の
あ
一

る

一

お
り
さ
、
キ
ャ
ン
デ
ー

一が
、
夕
方
か
ら
魚
に
「
ふ
-

一
熱
に
よ
る
火
災
が
発
生
し
一生
行
灰
防
白
色
の
塊
状
陶
一
一
ヨ
J

淳
1

~

底

つ
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一
引
け
一
忠
一
~一制
に
よ
り
大
清
掃
を
一

あ
寸
前
に
廿
宮
、
石
山
択
を
一一
ニ
・
牛
一
野
茶
壮
烈
湯
に
数
一

氷
抗
平
等
は
注
意
し
て
一る
い
」

一
を
ご
を
お
ぼ
え

一昭
和
江
九
年
産
婆
の

一
ま
す
が
、
こ
れ
に
山
る
最
一資
で
あ
る
が
、
水
が
作
用
一一

6
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ノ
問
問
…
u
h
M
M
ぃ
一臨
し
川
続
き
赤
州
予
防
に

一
ま
き
乾
陳
さ
せ
る

一

秒
つ
け
る
か
又
町
、
昭
一
粉
一
飲
食
す
る
o

一軍
撤
不
明
に
な
り
、
口
か

一政
府
民
入
に
関
す
る

一
近
九
か
年
間
に
於
け
る
我

一

Z
K著
し
く
発
熱
し
て

一一

ト

叩

川

M
川
王
丸
利
下

H
I
一
間
関
注
意
し
て
下
さ
い

一六
、
宮
駅
間
辺
の
清
栴
帯
一

豊
富
し
て
か
ら
食
・
へ
一
(
保
険
衛
生
課
と

ら
泡
を
吹
き
、

目
も
見
え
一暫
定
措
置
に
つ
い
て

一が
国
の
火
り
た
才

一粉
衣
伏
の
消
石
灰
'
と
な
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一一
口
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一
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刷
唱
し
一
例
抗
日
州
一

(
一
週
間
)

一

じ
食
物
を
ヲ
く
る
時
、

一

市
内
M
君

(

二

二

才

一把
が
、
し
ば
ら
く
放
任
し
一を
要
求
し
た
の
で
与
え
た
一金
銅
を
支
払
う
こ
E
C

広

な

一

幻

三

一

O

ぺ
0
8一上
に
及
ぶ
の
で
‘
そ
の
場
一一

=

廿
例
年
杭
同
川
か
ら
か
と

一一
、
「
は
え
し
ゃ
「
か
」
の
発
一
外
川
よ
り
師
宅
の
際
、
一男
子

)
U
a
六
月
十
日
.

一て
お
い
た
為
、
当
日
の
控
一
(
水
を
連
続
要
求
し
た
)
一っ
た
旨
、
県
よ
り
通
知
が
一
お

0

0一合
、
そ
の
附
近
に
葉
、
木

つ
l
l

地
加
の
コ
ー
ス
を
た
ど
り

一

生
加
を
な
く
す
る

一

及
食
前
附
使
後
に
け
石
一首
代
共
同
防
除
に
従
事
中
一食
が
余
り
進
、
な
な
い
土
一五
一十
四
日
入
院
治
政
を
吹
け
一あ
っ
た
の
で
、
了
知
闘
い
一
・
と
な
っ
て
お
り
ま
す
Q

生
一等
が
あ
る

k
燃
焼
し
て
火
一
時

間

を

昨
年
も
じ
け
に
村
民
有
が一一

、
・
ね
つ
み
の
巣
を
取
り
一

齢
(
で
き
れ
竺
豆
ク

一過
ク
て
匂
噴
骸
却
を
背
負
一う
状
態
に
な
っ
た
。
然
し
一十
八
日

vL
U
大
体
全
快‘

一た

い

。

一

石

灰

廿

消

防

法

に

定

め

ら

一災
E

と
な
り
易
い
も
の
で
す
一

守

り

ま

九
六
名
門
(比
亡
問
点
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が
一

除
き
出
入
す
る
穴
を
防
一

v
ゾ

l

ル
石
川
附
液
)
を
一
っ
た
ま
L

、
こ
ろ
ん

T
首
一そ
の
後
十
三
日
迄
そ
れ
以

一退
院
(
十
九
日
)
の
予
定
士

、
金
総

一
れ
た
危
険
物
で
す
か
ら
取
一

(
総
務
課
消
防
係
)
一

発
生
じ
て
い
三
9
9

し
れ
一

ぐ

こ

土

一

備

付

け

必

ず

手

を

洗

う

一筋
か
ら
背
中
に
流
れ
込
ん
一
上
廿
容
態
が
必
く
な
ら
な
一で
あ
っ
た
が
、
レ
ン

i
ゲ
一

大
法
(
正
味
四
五
日
)
一
扱
に
つ
い
て

U
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目
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よ
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一

{

附川
川
資
践
の
俳
税
一

は
縦
来
県
税
ハリ
負

祖

じ

て

お

り

、
料
っ
て

一

第

一
刻
の
(
七
月
に

一

試
み
に
別
表
所
得
階
一

れ
ば
二
十
八
年
度
の

一

k
思
わ
れ
ま
す
。

一

族
で
年
に
六
十
日
以
上

正

…

し

れ

芝

ふ

ら

り

4

ナ

u
d
--ド
ア

一

点
引
上
け
に
作
う
分
一

広

告

者
に
限
ら

県

民
税
創
設
に
よ
り
一

例
手
元

に
送
付

し

豆

腐

別

市

民

税

等

負

担

一

市
民
税
の
場
合
よ
り
一

そ
こ
モ
問
題
に
な
り
一

耕
作
に
従
事
す
る
者
。

安
川

H
H
4
0
4

一
、
ご
六

O
円
一
わ
ら
ず
通
用
す
る
。

一

付
、
に
か
麦

E
味
六

O
砥
二
一
一
、
価
格
決
定
後
は
、
価
一

一一、

O
二
O
円
一
格
左
上
記
「
一
」
の
金
額
一

小

麦

五

味

六

O
む
一
去
の
差
級
を
支
払
う
も
一

一
、
八
五
(
い
円
一
の
ム
す
る
o

一

二
、
正
記
の
金
納
付
、
銘
一

二

九

・
六
・
二
四

一

柄
.
等
級
、
及
び
包
装

ω
一

(
農
林
楳
)

稀
類
の
如
何
に
、
か
L

一
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